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）
 
（
新
設
）
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略
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（
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1
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略
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1
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の
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水
素
化
リ
チ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
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（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
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（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
158

の
2 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
158

の
2 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
158

の
2

の
2 

２
－
タ
ー
シ
ャ
リ
－
ブ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
＝

ア
セ
タ
ー
ト
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
158

の
3 

（
略
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の
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（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
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（
略
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略
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（
略
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1
380 

（
略
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1
380 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
380

の
2 

ト
リ
ス
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ァ
イ
ト
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
380

の
3 

１
，

１
，

１
－

ト
リ

ス
（

ヒ
ド

ロ
キ

シ
メ
チ

ル
）

プ
ロ
パ
ン
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
381 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
381 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
384 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
384 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
384

の
2 

ト
リ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
ヘ
プ
タ
ン
酸
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
385 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
385 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
393 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
393 

（
略
）
 

 
 
 



  
1
393

の
2 

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
ホ
ロ
チ
オ
エ
ー
ト
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
394 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
394 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
400 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
400 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
400

の
2 

４
，
４
’
－
［
２
，
２
，
２
－
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
－

１
－
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
エ
チ
リ
デ
ン
］

ジ
フ
ェ
ノ
ー
ル
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
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（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
401 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
415 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
415 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
415

の
2 

（
Ｅ
）
－
４
－
（
２
，
６
，
６
－
ト
リ
メ
チ
ル
シ

ク
ロ
ヘ
キ
サ
－
１
－
エ
ン
－
１
－
イ
ル
）
ブ
タ
－

３
－
エ
ン
－
２
－
オ
ン
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
416 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
416 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
418

の
2 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
1
418

の
2 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
1
418

の
3 

ｒ
ｅ
ｌ
－
（
１
Ｒ
，
２
Ｒ
，
４
Ｒ
）
－
１
，
７
，

７
－
ト
リ
メ
チ
ル
ビ
シ
ク
ロ
［
２
．
２
．
１
］
ヘ

プ
タ
ン
－
２
－
イ
ル
＝
プ
ロ
パ
－
２
－
エ
ノ
ア
ー

ト
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
1
419 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
419 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
443 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
443 

（
略
）
 

 
 
 



  
1
443

の
2 

ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
ト
リ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
ヘ
プ
タ
ノ

ア
ー
ト
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
1
444 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
1
444 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
1
511 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
511 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
511

の
2 

ノ
ナ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
デ
カ
ン
酸
 

 
 

 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
 

 
1
512 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
512 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
513 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
513 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
513

の
2 

ノ
ナ
フ
ル
オ
ロ
ブ
タ
ン
－
１
－
ス
ル
ホ
ン
酸
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
1
514 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
1
514 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
666 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
666 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
666

の
2 

２
－
ピ
ロ
リ
ド
ン
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
1
667 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
1
667 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
1
683 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
683 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
683

の
2 

フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン
―
硫
酸
（
２
／
１
）
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
1
684 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
684 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
1
878

の
2 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
878

の
2 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
878

の
3 

３
，
３
，
４
，
４
，
５
，
５
，
６
，
６
，
７
，

７
，
８
，
８
，
９
，
９
，
１
０
，
１
０
，
１
０
－

ヘ
プ
タ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
デ
カ
ン
－
１
－
オ
ー
ル

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 



 

（
別
名
８
：
２
フ
ル
オ
ロ
テ
ロ
マ
ー
ア
ル
コ
ー

ル
）
 

 
1
879 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
1
879 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
1
894 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
894 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
894

の
2 

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
－
１
－
ス
ル
ホ
ン

酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
）
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
1
895 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
895 

（
略
）
 

 
 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
1
958 

（
略
）
 

 
 

 
1
958 

（
略
）
 

 
 

 
1
958

の
2 

ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト
 

 
 

 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 

 
1
959 

（
略
）
 

 
 

 
1
959 

（
略
）
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
994 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
1
994 

（
略
）
 

 
 
 

 
1
994

の
2 

メ
タ
ク
リ
ル
酸
１
－
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン
－
２

－
イ
ル
及
び
メ
タ
ク
リ
ル
酸
２
－
ヒ
ド
ロ
キ
シ
プ

ロ
ピ
ル
の
混
合
物
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
1
995 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
1
995 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
2
008 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
2
008 

（
略
）
 

 
 
 

 
2
008

の
2 

メ
タ
ホ
ウ
酸
バ
リ
ウ
ム
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
2
009 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
2
009 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 
 

 
2
027 

（
略
）
 

 
 
 

 
 
2
027 

（
略
）
 

 
 
 



   
2
027

の
2 

２
－
メ
チ
ル
－
４
－
イ
ソ
チ
ア
ゾ
リ
ン
－
３
－
オ

ン
 

 
 
 

 
 
（
新
設
）
 
（
新
設
）
 

 
 
 

 
2
028 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
2
028 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 



 

第
二
条 

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 



 

は

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

 
 
 

附 

則 
 
 
 

附 

則 

 

原
性
物
質
に
関
す
る
記
録
の

 

第
三
十
三
条 

事
業
者

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対

象
物
が
が
ん
原
性
物
質
に
該
当
し
て
い
た
期
間
に
お
い
て
当
該
健
康
診
断
を

行

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
物
質
で
あ
る
も
の
に
限

作
成
し
た
場
合

当
該
健
康
診
断
に
係
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
物
質
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た

リ
ス
ク

ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
含

あ
つ

当
該
健
康
診
断
個
人
票

作
成
し
た
日
か
ら
三
十
年
間
保
存

 

２ 

前
項
の
規
定

第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
記

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
物
質
で
あ

る
場
合
に
限

及
び
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限

作
成
し
た
場

合
に
つ
い
て
準
用

 

 

 

  



 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
省
令

令
和
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行

 



- 1 -

政
令
第
九
十
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
号
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
十
八
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
物
（
改
正
前
の
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


